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最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
指
名
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

最
高
裁
判
所
長
官
、
判
事
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
（
以
下
、
「
最
高
裁
裁
判
官
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
が
指
名
し
、
天

皇
陛
下
か
ら
任
命
を
受
け
る
、
ま
た
は
内
閣
が
任
命
し
、
天
皇
陛
下
か
ら
認
証
を
受
け
る
者
で
あ
る
が
、
見
識
や
能
力
、
経

験
等
、
内
閣
と
し
て
ど
の
様
な
基
準
を
基
に
「
最
高
裁
裁
判
官
」
を
指
名
ま
た
は
任
命
し
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

司
法
試
験
及
び
法
曹
資
格
の
定
義
如
何
。

三

内
閣
と
し
て
、
司
法
試
験
に
合
格
す
る
等
の
法
曹
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
を
こ
れ
ま
で
「
最
高
裁
裁
判
官
」
に
指
名
ま

た
は
任
命
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
過
去
十
年
に
渡
る
そ
の
人
数
並
び
に
「
最
高
裁
裁
判
官
」
就
任
以
前
の
官

職
等
に
つ
い
て
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

言
う
ま
で
も
な
く
、
三
権
分
立
を
旨
と
す
る
我
が
国
に
お
い
て
、
「
最
高
裁
裁
判
官
」
は
司
法
の
最
高
地
位
を
占
め
る
者

で
あ
る
が
、
三
で
、
内
閣
と
し
て
法
曹
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
を
「
最
高
裁
裁
判
官
」
に
指
名
ま
た
は
任
命
し
て
い
る
の

な
ら
、
そ
れ
は
適
切
か
。
法
曹
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
が
「
最
高
裁
裁
判
官
」
の
任
に
就
く
こ
と
は
、
我
が
国
の
司
法
の

水
準
向
上
、
裁
判
の
適
正
な
執
行
等
に
鑑
み
て
適
切
で
あ
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

天
下
り
の
定
義
如
何
。

一



六

か
つ
て
行
政
官
の
職
責
に
あ
っ
た
者
が
「
最
高
裁
裁
判
官
」
の
任
に
就
い
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
過
去
十
年

に
渡
る
そ
の
人
数
並
び
に
「
最
高
裁
裁
判
官
」
就
任
以
前
の
官
職
等
に
つ
い
て
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

六
の
者
の
う
ち
、
司
法
試
験
に
合
格
す
る
等
の
法
曹
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
は
い
る
か
。

八

か
つ
て
行
政
官
の
職
責
に
就
い
て
い
た
者
が
「
最
高
裁
裁
判
官
」
の
任
に
就
く
と
い
う
こ
と
は
、
「
最
高
裁
裁
判
官
」
の

身
分
が
行
政
官
の
天
下
り
先
と
な
っ
て
い
る
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如

何
。

九

地
方
裁
判
所
、
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
に
、
司
法
試
験
に
合
格
す
る
等
の
法
曹
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
が
就
い
た
事
例

は
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
過
去
十
年
に
渡
る
そ
の
人
数
並
び
に
当
該
裁
判
所
は
ど
こ
か
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


